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▶▶今月の主な記事
台風一過で
見えた課題

誰もが参加しやすく楽しめる
企画を／支部長会議

協同組合で一番有名な
「建ちゃん」／原点回帰

福島共同取材

1 2 3 4

中小建設業の「仕事」が地域を災害から守る
台風一過で見えた課題
　10月22日、29日と連続して台風
が到来するという異常事態が続きまし
た。特に22日の台風21号の被害は
大きく、協同組合も組合員企業も台風
被害への対応に追われました。
　ある屋根工事業の組合員は「台風後、
ひっきりなしに電話が掛かってくる。
20件以上対応している」、解体工事業
の組合員は「どこもかしこも人手が足
りない状況だ」ともらしていました。
　協同組合の仮設材なども河川の増水
で流されるなどの被害があり、建設業
界にとって「災害への備え」は重要な
経営項目といえます。
　そして、いざ災害が起こったときに
本当に地域の役に立つのは地元に根を
下した中小建設業者です。東日本大震
災でも地元建設業者の重機が真っ先に
道路を復旧したという話がたくさん伝
えられています。
　しかし、廃業や跡継ぎ不足、職人の

減少などに一向に歯止めが掛からず、
あまつさえオリンピック需要の中にあっ
ては十分な災害対応ができないことが
今回の台風でも明らかになりました。
　地域に根ざした中小建設業者がいる
ということこそが国土を保全する上で
重要です。中小建設業の仕事をいかに
守っていくかという課題と、いかに地

域を災害から守っていくかという課題
とがリンクしています。� （編集部）

　10月９日から11日に掛けて福島
県を訪れました。東日本大震災と福
島第一原発事故から６年半が経ち、
変わっていくもの、変わらないもの
を取材しました。
　避難指示が解除された自治体で
は、国の復興予算による支援が続い
ていますが、住民帰還率は全体で
12％に満ちません。さらに生活イン
フラのなさが帰還の困難さに追い討

ちを掛けています。
　そして、帰還困難区域は事故直後
と変わらず、人間の進入を拒んでい
ます。� （西村　学、4Pに関連記事）
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。
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誰もが参加しやすく楽しめる企画を 支部長会議

　10月19日に開催された第３回支部
長会議では、組合員とその家族、従業
員がより参加しやすく楽しめる企画に
ついて議論しました。

　はじめに、近年は本部主催のイベン
トが減少し、今年度は開催できていな
いという状況が説明されました。昨年
度までにイベント「建ちゃんのまちづく

りフェスタ」を開催するためボウリング
大会を、参加人数の減少からソフトボー
ル大会をなくしてきた経緯があります。
　グループ討議により、支部主催企画
として「旅行」「名刺交換会」「イベント」
「ボウリング大会＆交流会」「セミナー」
などの案がだされました。
　旅行は支部単独での開催では参加人
数が少なくなってきていたので、全組
合員へ募集をする。名刺交換会やイベ

ントは継続して行う。ボウリング大会
は誰もが参加しやすいので再開し、そ
の後の昼食での交流会も含めて企画し
なおす。セミナーの内容は「パソコン
講座」「ホームページ構築講座」など仕
事に直結するものにする。などの案が
出されました。
来年の支部総会へ向けて役員会でそれ
らの案を議論することを確認して閉会
となりました。� （西村　学）

不思議な建築、ザ・ワールド 文化財

　世界の歴史の中で生まれ、いまだ解
明されていない ｢謎｣ というのは非常
に多くあります。
　今回はアメリカ・ニューメキシコ州・
サンタフェにあるロレット教会にある
有名な螺旋階段を紹介します。

　なぜ、アメリカの片田舎にある協会
の螺旋階段が世界的に有名になったの
でしょうか。
　1873年にロレット教会は増設を行
いますが、建物の完成後に二階に上が
る階段がないことに気づいたのです。
しかし、階段を後付けできる技術者が
どこにもいませんでした。するとある
日、一人の男が現れ、「俺ならできる」
といって作ったのが「聖ヨゼフの階段」
なのです。
　たった一人で、一日もかからずに螺
旋階段を完成し、すぐに男は姿を消し
ました。支柱のない螺旋階段・宙づり

にもかかわらず今も現役という140
年前に作られたその階段は、鋸、T定
規と金槌だけで作られました。できあ
がった階段は33段、完全に360度を
2回転するらせん状。木の釘は使われ
ているが、鉄の釘は一本も使われてお
らず、現代の物理学でも解明できてい
ません。それなのに未だに10人乗っ
ても壊れたりしないそうです。
　実際に現在では支柱の無い螺旋階段
の施工事例は数多くありますし、建築
上不可能なものではないことは解明さ
れていますが、100年以上前のたっ
た一人の大工が施工したことを考える
とやはり不思議なものではないでしょ
うか。
　外国ですのでなかなかお目にかかる
ことは難しいですが鳥取県にある仁風
閣という建物にも柱のない螺旋階段が
あります一度見てみたいと思います。
　たとえ原理が分ったとしても、それ

を作り上げるとなると不可能と思わせ
ることが、歴史建造物の不思議なとこ
ろだと思います。� （門田元気）

摩訶不思議な螺旋階段
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協同組合で一番有名な「建ちゃん」
／原点回帰
　建ちゃんの歴史は1983年に「協同
組合の宣伝大作戦」と銘打たれたプロ
ジェクトが立ち上げられたことに端を
発します。
　①組合員企業の仕事確保②協同組合
のイメージアップ③増改築センターの
宣伝がプロジェクトの目的でした。内
容は「大作戦」と呼ぶにふさわしく、
チラシやポスターにはじまり、新聞や

交通広告からラジオやKBS京都のテ
レビCMまでを行う大々的なものでし
た。
　掛け声は「マスコット坊やから電波
まで」。この「大作戦」の主役であるマ
スコット坊やが「建ちゃん」です。組
合員向けには建ちゃんの「シール・ス
テッカー」から仮囲い用の「建ちゃん
シート」などのグッズはもとより「建

ちゃんマークの電飾看板」まで登場し
ました。「電飾看板」は今でも街で見
かけることができます。
　誕生から30年以上が経つ今でも組
合のマスコットとして不動の地位を占
めている「建ちゃん」は、もはや「坊や」
ではなく私たちにとって頼もしい存在
です。� （編集部）

「マスコット坊やから電波まで」協組ニュース169号（1983年7月発行）
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元農地に置かれたフレコンバッグ（飯舘村） 「勝訴」判決を掲げる弁護団（福島地方裁判所前）

　選挙が終わりました。今回ほど「政党というのは何を
する団体か」と思ったことはありませんでした。日本の
社会構造は資本主義です。お隣の中国は社会主義の国
です。日本は国民全体が選挙で国の運営を、多数を占
めた政党に任せる民主主義の国です。お隣の中国は政
党の党員だけで選挙をして国の方針を決める一党独裁
型の国です。社会主義の国に多い国の統治方法です。
　さて振り返って、私たちの国、日本は資本主義の国
です。資本主義とはなんぞや。それは資本が資本を生
み出し富の蓄積ができる制度です。その制度を活発に
して国民を豊かにするという立場の政党が自由民主党
です。「富が上に溜まれば下まで滴り落ちて国民全体
が豊かになる」という主張をしています。
　反対に、「滴り落ちるのを待っていても国民全体は
豊にならない」と声を上げて資本主義を規制しないと

富は際限なく富裕層や大企業に蓄積される、と主張し
ている政党があります。野党の政策に多いですね。富
の分配がうまくいかないと、資本主義に規制を掛けよ
うと主張している政党に政権が交代します。
　そうなると、資本主義に制約をしたくない政権与党
は民主主義に反する法案を先に決めてしまいます。戦
前も国体の転覆を図った罪を処罰する『治安維持法』
がありました。最近似たような法律が強行的に決まり
ました。『共謀罪法』です。きっと政権与党には危機感
が戦前以上にあるのでしょう。この間の選挙でも政権
与党の得票数は過半数に達していないので心配なので
しょうね。
　私たちはその時の「風任せ」の政策ではなく、自分
の主張に合う政党をぼつぼつと決める時代が来たよう
ですね。� （JIC顧問��近藤暢造）

自分で決める時代が来ている ただ「風任せ」の政策ではなく

本当の復興とは生業を取り戻すこと
　福島県浜通りの南相馬市小高区、浪
江町、双葉町と国道６号線を南下する
と、原発事故により地域がどう破壊さ
れたかがよくわかります。
　福島第一原発より北側20km圏に
入ると国道６号線より東側では津波に
より壊された建物の基礎を残し、草原
となっています。元市街地では朽ちか
けた建物が持ち主を待っています。
　浪江町の東側地域では今年３月末に
避難指示が解除されましたが、362
人（帰還率1.7％）しか帰還していませ
ん。環境省の建物解体助成制度（全額
補助）が利用され建物がなくなる一方
で、通る車も除染関係か警備会社の車
だけです。
　さらに南下した帰還困難区域である
双葉町では、国道の両サイドにバリ

ケードが張られ、家屋も路地も進入禁
止になっています。原発事故から６年
半が経ち、避難指示が解除されても医
療機関や商店などの生活インフラがな
く、帰還を困難にしています。
　そんななか、10月10日に福島県地
方裁判所で「生業訴訟」の一審判決が
言い渡されました。「国と東電の責任
を認める」「避難指示にかかわらず、県

外であっても賠償を認める」という福
島地裁の判決は、原発事故被災者であ
る3000人の原告の勝利でした。
� （西村　学）
■生業訴訟
　元の生活と生業を取り戻すため、東電と国
を相手取り、福島県内外の3000人を超える
原告が起こした訴訟。地域を汚染した放射性
物質を事故前の状態に戻すこと、そして元の
状態に戻るまでの間、精神的な苦痛に対する
慰謝料を求めている。
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法律Q&A  ① 不貞行為による慰謝料請求

�Q 　私は結婚していますが、夫が愛
人を作って家を出て行ってしまいまし
た。私から、誰に何が請求できますか？
逆に夫から「離婚してほしい」といわ
れた場合はどうなりますか？

�A 　夫婦にはお互いに貞操を守る義
務がありますから、配偶者がいるのに
配偶者以外の異性と性的な関係を持っ
た場合、この貞操義務に違反したこと
になります。この場合、不貞行為は法
律上の離婚原因とされていますから
（民法770条１項１号）、特段の事情
のない限り、あなたは夫に離婚を求め
ることができます。もちろん、今回だ
けは勘弁しようということで離婚を求
めないこともでき、どちらを選ぶかは

自由です。小さなお子さまがいらっ
しゃるような場合、悩まれる方もおら
れるようですね。
　それに加え、夫に対して、精神的苦
痛に対する慰謝料を請求することがで
きます。さらに、あなたがそのような
精神的苦痛を受けたのは不貞相手と夫
との行為によるものですから、あなた
は、不貞相手に対しても慰謝料を請求
することができます。こうした慰謝料
請求は、不貞行為によって離婚してい
ない場合でも行うことができますが、
結果的に離婚に至らなかったという場
合には金額が低めに抑えられる可能性
があります。
　多くは不貞行為をされた側から離婚
請求などをすることになりますが、不

貞行為をした側から離婚してほしいと
求められる場合があります。これはい
わば「虫のいい」話ですから、よほど
の事情がない限りは認められません。
その事情としては、同居期間などに比
べて別居期間が相当長期間となってい
ること、夫婦間に未成熟の子がいない
ことなどが挙げられます。あなたの場
合、当てはまる事情はありますか？
　離婚だけでも大変なことですが、不
貞行為については証拠を集める必要が
ある場合もあります。
　悩まれる前に、まずは弁護士に相談
してみてください。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　谷　文彰

法律Q&A  ② 認知と養育費の請求

�Q 　結婚を約束していた男性と別れ
た直後に、その男性の子を妊娠してい
ることが分かりました。１人で産んで
育てていけるのかどうか悩んでいま
す。相手の男性に子の生活費を分担し
てもらうことはできるのでしょうか。

�A 　法律上、親は子を扶養する義務、
すなわち子の生活費を負担する義務が
あります。ただし、結婚していない男
女間に子が生まれた場合、その子と父
との間の法的な親子関係は、父が子を
「認知」することによって発生します。
したがって、まずは相手の男性に対し、
子を認知するよう求めてください。認
知は、子が生まれる前でも可能で、父

が認知届を市（区）役所に提出すること
によって行います。子が生まれたら、
法律上の父である相手の男性に対し、
子の生活費（養育費）を請求してくださ
い。
　もし相手の男性が認知を拒んだ場合
は、子が生まれた後、母であるあなた
は、子の法律上の代理人として、認知
を求める調停を家庭裁判所で申し立て
ることができます。相手の男性が、自
分の子であることを認めようとしない
場合などは、DNA鑑定が行われるこ
ともあります。鑑定には、調停の申立
費用とは別に、10万円程度の費用が
必要になります。
　また、認知がされても、相手の男性

が養育費の支払いを拒むことや、ある
いは養育費の額について折り合いがつ
かない場合もあります。こうした場合
は、同じく家庭裁判所で養育費を求め
る調停を申し立てることができます。
家庭裁判所では、中立的な立場にある
調停委員の仲裁のもとで、お互いの収
入等の客観的な資料に基づいて話し合
います。それでも折り合いがつかず、
当事者間で合意ができない場合は、家
庭裁判所に養育費の額を決定してもら
うことができます（「審判」といいま
す）。
　詳しくは弁護士にご相談ください。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　大島麻子

毎月第一水曜日
無料法律相談

建設協組の組合員さん、ご家族のご相談は初回無料です。
毎週木曜日10時～12時、1時～3時まで電話無料相談もあります。

毎月第一水曜日 午後1時半～4時まで組合本部にて出張法律相談実施中（相談無料）

0120－555－262無料電話
相談
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労基協の技能講習
�●玉掛け
日程：〔学科〕12月７日（木）、８日（金）
〔実技〕９日（土）／会場：〔学科〕京都
府中小企業会館〔実技〕㈱島津製作所
紫野工場／受講料：18,360円、テキ
スト代1,500円
�●有機溶剤作業主任者
日程：12月14日（木）、15日（金）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
�●乾燥設備作業主任者
日程：12月19日（月）、20日（火）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,512円

�●職長等安全衛生教育
日程：平成30１月18日（木）、19日
（金）／会場：京都中小企業会館／受講
料：16,200円、テキスト代864円
�●安全衛生推進者養成講習会
日程：平成30年１月22日（月）、23
日（火）／会場：京都府中小企業会館／
受講料：12,960円、テキスト代1,296
円
�●特定化学物質・四アルキル鉛等作業
主任者
日程：平成30年１月24日（水）、25日
（木）／会場：京都府中小企業会館／受
講料：8,640円、テキスト代1,944円

�●有機溶剤作業主任者
日程：平成30年１月30日（火）、31日
（水）／会場：京都府中小企業会館／受
講料：8,640円、テキスト代1,944円

【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ
　http://www.kyoukiren.or.jp
※��受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。

建災防の各種講習
�●職長のためのリスクアセスメント
日程：12月７日（木）／会場：京都建
設会館／受講料：8,230円
�●地山の掘削および土止め支保工作業
主任者
日程：平成30年１月16日（火）～ 18
日（木）／会場：京都建設会館別館／受
講料：18,000円
�●高所作業車（10ｍ以上）
日程：平成30年１月24日（水）、25
日（木）／会場：京都建設会館別館／受
講料：37,850円

�●足場の組立て等社業主任者
日程：平成30年２月６日（火）、７日
（水）／会場：京都建設会館／受講料：
10,910円
�●職長・安全衛生責任者教育
日程：平成30年２月14日（水）、15
日（木）／会場：京都建設会館／
15,430円
�●職長のためのリスクアセスメント
日程：平成30年２月15日（木）／会場：
京都建設会館／受講料：8,230円

【問合せ・申込み】
建設業労働災害防止協会京都府支部
〒604-0944　京都市中京区押小路
通柳馬場東入京都建設会館別館内
Tel.075-231-6587
Fax.075-251-0058
受付時間：��午前9時～

午後5時
※��ホームページから講習予定、申込書
が取り出せます。
　http://kensaibo-kyoto.jp/

2018年新年組合員交流会
　　新年のスタートを組合員のみなさんと迎えませんか？
　　　　日　時：2018年１月19日（金）19時より 
　　　　会　場：京湯元 ハトヤ瑞鳳閣�

詳細については、改めて
ご案内申し上げます。
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9月の定例理事会

10月の定例理事会

組合日誌
 本部
10/19� 支部長会議
10/26� 事業・組織委員会
10/27� 理事会
11/22� 臨時理事会
11/28� 理事・支部長忘年会

 支部
11/2� 伏見（役）
11/7� JIC（役）
11/8� 洛中（役）
11/17� 新京（役）、洛南（役）
11/21� 右京（役）
11/27� 宇治（役）
12/1� 北山（役）

12/2� JIC（忘）
12/8� 右京（忘）、新京（忘）
12/11� 新桂川（忘）
12/14� 洛中（忘）
12/15� 洛南（忘）
12/16� 宇治（忘）

編集後記
　10月に日本機関紙協会京滋地方本部
による共同取材で福島県を訪れました。
　昨年から今年３月末に掛けて、福島
県内に出されていた「避難指示」が大
幅に解除されました。原発事故から６
年間、誰も帰れなかった土地に人が戻
りつつあります。飯舘村では耕作が放
棄されていた田畑を整備する人々の姿
が見えます。確かに福島の様子は変わ
りつつあります。
　しかし、帰還者は圧倒的に少なく、
子ども・子育て世代の帰還にいたって
は皆無と言ってもよいほどです。そし
て、「帰還困難区域」は依然として存
在し、帰還のめどは立ちそうにありま
せん。
　さらに、医療機関や病院などの生活
インフラが整っておらず避難解除をす
るだけでは人は戻ることができません。
　そんな中で避難指示解除により、賠
償と仮設住宅提供の打ち切りは機械的
に進められています。
　原発事故の問題は６年半が経過して
も、変わらずに存在し続けています。
� （西村　学）

�＜協議議案＞
�①各専門部会からの報告について
�②2018年度通常総会へ向けて
　例年通りのスケジュールで行う
�③組合員からの職員紹介について
　成約には至らなかった
�④税務調査の報告について
　たいした指摘はなかった
�⑤新組合員の発掘について
　現在2社を追いかけている

�＜報告議案＞
�⑥事業の結果と計画について
�⑦ 賦課金滞納をしている組合員へのア

プローチについて
　現在進めている
�⑧組合Diary
�⑨その他

�＜協議議案＞
�①各専門部会からの報告について
�②川久保顧問の退職について
�③理事・支部長忘年会について
　11月28日に行う
�④2月の企画について
　旅行企画で良いものがあれば行う
�⑤新組合員加入審議について

�＜報告議案＞
�⑥各事業委員会からの報告について
�⑦第3回支部長会議の報告について
�⑧ 賦課金滞納をしている組合員へのア

プローチ
�⑨組合Diary
�⑩その他

組　織　部 soshiki@zenkyoto.jp
建設工事事業部 koji@zenkyoto.jp
機材リース kizai@zenkyoto.jp
（総　　務） soumu@zenkyoto.jp
洛南事務所 raknan@zenkyoto.jp

●�９月定例理事会は９月29日（金）午後７時から京都工業会館で理事15人の出
席で開催されました。

●�10月定例理事会は10月27日（金）午後７時から京都工業会館で理事11人の
出席で開催されました。



建設協組news Light　　 2017.12₈

デイトラ土木


